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第１章 総則 

 

１ 北海道教育大学事業継続計画  

 大規模災害が発生した場合には、北海道教育大学（以下、「本学」という。）の役員、教職員、

学生、生徒、児童、幼児及び本学において業務を行うことを認められた者の生命だけではなく、

大学の施設、学生寮、所管施設、車両、通信設備及び情報システム（以下、「施設等」という。）

や、役員、教職員等の業務全般も影響を受ける可能性が高いため、平常時の人員と執務環境を

前提に業務を行うことはできない。 

 そのため、災害時において優先順位の高い業務を予め選定しておき、これらの業務に集中し

て取り組む必要がある。 

 事業継続計画とは、人、施設、資材、情報、ライフライン等、通常利用できる資源が制約を

受ける大規模災害時において、応急対策や優先度の高い通常業務を実施し、平常時の業務レベ

ルまで向上を図るための計画である。 

 北海道教育大学事業継続計画は、本学の危機管理個別マニュアルにより、事務局各課（室）

が行う応急対策及び早期実施が必要な復旧対策と、通常業務のうち、大学運営や教育研究活動

に重大な影響がでるため中断できない、又は中断しても早期再開を必要とする業務（以下、「優

先通常業務」という。）を「非常時優先業務」と位置づけ、当該各業務に、優先度と概ねの業

務開始目標時間を設定する。 

 なお、優先通常業務以外の通常業務（以下、「休止業務等」という。）は、本計画の実施期間

内（発生から概ね２週間以内）は休止又は延期するか、全学的な非常時優先業務の進捗状況を

踏まえ、支障とならない範囲で実施する。 

 

 

  応急対策：危機対策室、危機対策本部の設置、通信手段の確保等 

 

  早期に実施が必要な復旧対策：危機管理個別マニュアルに定める復旧業務のうち、 

                優先度の高い業務 



2 

 

２ 危機管理個別マニュアルとの関係 

  事業継続計画は、大規模災害発生時に、本学の重要業務を継続又は早期に復旧させるための

準備と大学業務を継続していく上で優先的に実施すべき業務を想定した計画である。 

一方、危機管理個別マニュアルは、個別の危機に関して具体的な対応策を示すマニュアルで

ある。 

 

第２章 基本方針及び対応方針 

 

１ 基本方針 

  災害発生時には、優先度に応じて実施する業務を選択し、これに応じ人員等の資源を集中す

る必要がある。 

  その実行性を高めるため、次の基本方針により業務優先度を設定することとし、通常業務に

おいては、優先通常業務の継続又は早期再開を図り、その後、順次、各種事業再開に向けた業

務の実施や、休止等業務を再開していくものとする。 

 

 【基本方針】 

◆ 非常時優先業務を確実に実施する。そのうち、災害応急業務は最優先で実施する。 

◆ 全学の連携を密にし、全学が一体となって非常時優先業務を実施する。 

◆ 非常時優先業務実施に必要な人員、資源等は全学で調整する。 

◆ 非常時優先業務以外の業務については、可能な限り休止又は縮小し、状況を見ながら、

非常時優先業務に影響を与えない範囲で、順次、再開を目指す。 

 

２ 目標 

  本事業継続計画において、目標とすべき事項は次のとおりである。 

  大学に大きな被害をもたらす大地震等に備え、目標に掲げる（１）から（４）の事項を達成

するために、平常時対策と非常時対策に分け、策定する。 

なお、『危機対策室、危機対策本部の設置等』は、事業継続を円滑に進める上で基本となる

組織となるため、平常時対策及び災害時対策の両方において、目標に掲げる（１）から（４）

の前に対応を記載するものである。 

 

（１）本学の役員、教職員、学生、生徒、児童、幼児及び本学において業務を行うことを認めら

れた者の安全を確保する。（例：安全確認、被害状況の把握等） 

 

（２）学生、生徒、児童及び幼児の修学環境を確保し、修業年限内に卒業又は修了させる。 

   （例：授業時間の確保、単位認定、学位等の授与、各種証明書発行、就職支援等） 

 

（３）入学試験業務等に万全を期す。  

    （例：入学試験の準備、実施、合格発表等） 

 

（４）教育、研究の環境を早期に復旧させる。 

    （例：教育研究環境の提供、大学生活への支援） 
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３ 平常時対策 

 

『危機対策室、危機対策本部の設置等』 

 

  ① 非常時一斉放送等の整備 

    緊急地震速報、大津波警報に連動した避難指示等を施設内に一斉に連絡することがで

きるよう整備を図る。 

 

  ② 停電への備え 

    電源が必要な設備等を確認した上で、必要に応じた発電装置の設置等について整備を

図る。 

 

  ③ 災害時優先電話等、情報連絡体制の整備 

    長期停電、学内情報システムの被害等により、平常時の電話やメール等の連絡手段が断

絶することを想定し、各キャンパス及び附属学校等との情報連絡体制の整備を図る。 

 

  ④ 情報収集手段の確保 

    気象庁からの地震や津波情報、交通機関の運行情報等の災害に関する情報収集のため、

ラジオ（電池式）等の整備を図る。 

 

  ⑤ 学内情報資産データのバックアップ体制 

    平常時より、各種業務データのバックアップを行い、被災後、速やかに復旧できる体制

の整備を図る。 

 

  ⑥ ホームページによる情報発信 

    被災時における大学の情報発信手段として、ホームページによる発信が重要であるた

め、サーバ管理業者等と連携を図り、被災時に速やかに情報発信できる体制とする。 

   

  ⑦ 危機対策本部又は危機対策室の設置場所 

    危機対策本部又は危機対策室の設置場所を定めておく。なお、被害状況によっては、予

定している場所に設置できないこともあるので、複数の箇所を定めておく。 

 

  ⑧ 危機対策室の組織とその任務 

    危機対策室の組織及び任務について、詳細を定めておく。 

 

  ⑨ 危機対策本部の運営方法 

    危機対策本部と危機対策室の情報収集体制等について、共通認識を図っておく。 

    

  ⑩ 危機対策本部又は危機対策室の参集体制 

    危機対策本部又は危機対策室の任務にあたる職員について、勤務時間内と勤務時間外

に分けた参集体制を定め、周知を図る。 

 

  ⑪ 避難所として自治体から指定されているキャンパスにおいては、避難所となった場合
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を想定して、円滑な避難所運営が図られるよう開放区域や救援物資の配給等について、市

の防災担当や地域の自主防災組織のリーダー等と協議しておく。 

 

（１）本学の役員、教職員、学生、生徒、児童、幼児及び本学において業務を行うことを認めら

れた者の安全を確保する。 

 

  ① 安否確認の手段 

    安否確認システムへの登録について一層の周知を図るとともに、緊急連絡網の整備を

図る。 

特に、学生の安否確認について、キャンパス長、教職大学院長、学校臨床心理専攻長の

下、指導教員は所属する学生の緊急連絡網を整備し、災害等発生時には、速やかに学生に

連絡を取り、その結果をキャンパス長に報告する体制を整備する。 

    なお、安否確認システムについては、当該システムの習熟のため、年１回、安否確認シ

ステム運用に関する訓練を実施する。 

     

  ② 留学生への周知及び外国人研究者への周知 

    留学生及び外国人研究者においては、日本語による災害情報を十分に理解することが

できないことが想定されるため、入学時等に災害時の対応（領事館等への連絡等）、安全

確認等について、説明しておく。 

    なお、留学生及び外国人研究者の本国にいる保護者等への情報伝達手段について、被災

後、ホームページにより速やかに情報発信ができるように体制の整備を図る。 

 

  ③ 防災訓練の実施 

    講義中をはじめ、多様な活動場所を想定し、大津波警報の発令等を含む防災訓練を定期

的に実施する。 

 

  ④ 避難場所の確保 

    学生や教職員の避難場所を予め決めて周知しておく。 

 

  ⑤ 非常用飲料水や食料の備蓄 

    学生、教職員等用の飲料水や食料の備蓄を行うとともに、外部団体等と連携して、速や

かに提供できる体制の整備を図る。 

 

  ⑥ 防災用具等の備蓄 

    学生、教職員等用の防災用具の備蓄を行い、速やかに使用できるよう整備を図る。 

 

  ⑦ 非構造部材の耐震対策の実施 

    非構造部材（構造体とは区分された部材、天井材や内装材、外装材、照明器具等）の耐

震対策の整備を図る。 

 

  ⑧ 学生寮における避難情報の周知 

    新規入寮者に災害時の対応方法について説明を行うとともに、学生寮周辺における避

難場所、避難情報等の周知を図る。 
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  ⑨ 避難経路の掲示 

    建物や、教室毎に避難経路を表示する等の整備を図る。 

 

  ⑩ 危機管理意識の涵養 

    学生に対し、災害に対する危機意識の向上を図る講習等を行う。 

 

（２）学生、生徒、児童及び幼児の修学環境を確保し、修業年限内に卒業又は修了させる。 

 

  ① 教育情報システム等のバックアップ体制の構築 

    単位の履修、学籍簿、教育情報システム等の重要データのバックアップを行い、被災時

に速やかに復旧できる体制の整備を図る。 

 

（３）入学試験業務等に万全を期す。 

 

  ① 災害発生時期を考慮した入試事務の対応方針 

    災害発生時期を複数想定し、それぞれの時期に応じた入試広報のあり方、入試の延期や

遅延の対応方法について検討を行う。 

 

  ② 他大学の入試への対応についての情報収集 

    入試実施の判断材料の参考とするため、他大学における災害時の入試対応について情

報収集を図る。 

 

  ③ 入試事務システム等の重要データのバックアップ体制の構築 

    入試事務に必要となる重要データのバックアップを行い、被災時に速やかに復旧でき

る体制の整備を図る。 

 

（４）教育、研究の環境を早期に復旧させる。 

 

  ① 教室及び研究室等、復旧する施設の優先順位を予め定めておく。 

 

  ② 研究データのバックアップ体制の構築 

重要な研究データのバックアップを行い、被災時に速やかに復旧できる体制の整備を図

る。 

 

４ 災害時対策 

災害発生時の対応時期について、以下のとおり分類する。 

  ◆ １日以内に対応すべき項目「初動期」 

◆ ３日以内に対応すべき項目「展開期」 

◆ ３日目以降に対応する項目「安定期・撤収期」 
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『危機対策室、危機対策本部の設置等』 

  

◆「初動期」 

 

  ① 危機対策本部、危機対策室の会議開催 

    危機対策本部及び危機対策室に時間を決めて自主参集する体制をとる。 

 

② 連絡手段の確保 

  被害情報の報告や支援物資の要請等に必要となるため、速やかに、国や自治体、他大学、

キャンパス等との電話、メール等による連絡手段を確認・確保する。 

 

  ③ 情報システムの早期復旧 

    サーバダウン等の被害を受けた場合は、業者と連携し、早急に復旧させる。 

 

（１）本学の役員、教職員、学生、生徒、児童、幼児及び本学において業務を行うことを認めら

れた者の安全を確保する。 

  

 ◆「初動期」 

  ① 安否確認 

    安否確認システム、緊急連絡網等あらゆる手段を用いて、学生及び教職員等の安否確認

を開始する。 

 

  ② 水の確保 

飲料水、トイレ排水で使用する水を確保し、速やかに供給できるようにする。 

 

  ③ 生活支援物資の供給 

    備蓄による物資が不足することを想定し、外部団体と連携して生活物資や食料品の供

給を受けることができるようにする。 

 

  ④ 救護体制 

    避難途中、避難生活中に怪我や体調不良となった者に対し、保健管理センターや、近隣

にある自治体指定の医療救護所や救護病院と連携した体制をとる。 

 

 ◆「展開期」 

  ① 安否情報、被害状況等の公表 

    ホームページ等を用いて、確認できた安否情報、施設等の被害状況を公表する。 

 

 ◆「安定期・撤収期」 

  ① 自宅被害により居住できなくなった学生や教職員への対応 

    被災により、自宅に住むことができなくなった学生や教職員に対し、居住場所の確保等

の支援を行う。 
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（２）学生、生徒、児童及び幼児の修学環境を確保し、修業年限内に卒業又は修了させる。 

 

 ◆「初動期」 

  ① 教育情報システムの早期復旧 

教育情報システム（学籍簿等）の重要データが被害を受けた場合、早急に復旧作業を開

始する。 

 

 ◆「展開期」 

  ① 授業再開に向けた教室等の確保 

    被災により教室の使用が不可となった場合でも、春期、夏期、冬期休業期間を調整した

り、外部の教育機関等の空き教室を借用することや、状況に応じて、夕方や夜間の利用も

含む授業の継続を検討する。 

 

  ② 授業に必要な機材、教材等の確保 

    授業継続に必要となる物資の調達を行う。 

 

  ③ 図書館利用についての調整 

    他機関における図書館資料の閲覧、貸し出し等が受けられるよう要請を行う。 

 

  ④ 教員採用試験等への支援 

    災害発生の時期によっては、教員採用試験等、各種採用試験について、猶予措置等の折

衝を行う。 

 

  ⑤ 各種証明書の交付 

    システム等が稼働しない場合、各種証明書を速やかに交付できるよう早急に復旧作業

を開始するとともに、手書き等による対応も方法の一つとする。 

 

 ◆「安定期・撤収期」 

  ① 教職員等の派遣体制 

    他機関と連携し、シラバス等を提示し、担当可能な教員の派遣、学務関係事務職員の応

援、附属学校園の児童や生徒への教育支援等を依頼する。 

 

  ② 教育実習、介護等体験実習等の実施体制 

    他機関と連携し、地域外での教育実習や介護等体験実習等の実施等について検討する。 

 

  ③ 遠隔授業等の実施体制 

    他機関と連携し、単位互換、遠隔授業システムによる授業の実施等について検討する。 

 

  ④ 授業料免除等 

    学生又は保護者が被災した場合の授業料の免除（又は一部免除）について、要件を定め

て実施する。 
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  ⑤ 就職情報の提供等 

    他大学等と連携した就職情報の提供を検討する。 

 

（３）入学試験業務等に万全を期す。 

 

 ◆「初動期」 

  ① 入試関係システムの早期復旧 

    入試関係システムが被害を受けた場合、早期に復旧を行う。 

 

 ◆「展開期」 

  ① 入試会場等の確保 

    建物が被害を受けた場合、学内の空き教室等を確認し、学外施設の確保等、他機関と連

携し入試会場を確保する。 

 

  ② 入試業務に携わる職員の確保 

    入試実施に必要となる人員を速やかに確保する。 

 

  ③ 入試業務に関する物品の確保 

    入試実施に必要となる物品等を速やかに確保する。 

 

（４）教育、研究の環境を早期に復旧させる。 

 

 ◆「初動期」 

  ① 応急危険度調査の実施 

    大学の全施設を対象に、応急危険度調査を行う。その結果、立ち入りを制限する施設の

判定を行い、周知する。 

 

 ◆「展開期」 

  ① 研究データの早期復旧 

    重要な研究データが被害を受けた場合、早期に復旧を行う。 

 

 ◆「安定期・撤収期」 

  ① 教育、研究の開始 

    教育、研究を速やかに開始できるよう環境を整える。 
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第３章 想定災害 

 

１ 事業継続計画において想定する災害 

  本学のキャンパス所在地（札幌市、旭川市、釧路市、函館市、岩見沢市）において、影響を

受けるおそれのある災害としては、それぞれ、次の災害が想定される。 

 

  ○ 札幌地区   地震災害、津波災害、風水害 

  ○ 旭川地区   地震災害、風水害 

  ○ 釧路地区   地震災害、津波災害、風水害 

  ○ 函館地区   地震災害、津波災害、風水害 

  ○ 岩見沢地区  地震災害、風水害 

 

  平成３０年２月に北海道が公表した「平成２８年度地震被害想定調査結果」によれば、北海

道で想定される地震は、海域で発生する海溝型（プレート境界）地震と、主に陸域で発生する

内陸型（地殻内）地震に大きく分かれており、最大震度は７となっている。 

  また、独立行政法人防災科学技術研究所が公表するＷｅｂサイト「Ｊ－ＳＨＩＳ地震ハザー

ドステーション」によると、今後３０年間に各キャンパス所在地が震度６弱以上の揺れに見舞

われる確率は、最大で、札幌地区０．１８％、旭川地区０．２５％、釧路地区０．１８％、函

館地区０．０１％、岩見沢地区０％となっている。 

  これらの調査結果を踏まえ、事業継続計画で想定する災害は「地震災害」とし、その想定震

度は、「震度６弱から６強」とする。なお、気象庁ホームページで検索可能な平成１５年以降、

北海道地区で震度５強以上の震度を観測した地震は、下表のとおりである。 

 

発生月日 震央地名等 Ｍ 最大

震度 

津波 人的被

害 

物的被害 

H30.9.6 胆振地方中東部 

平成３０年北海道胆振東部地

震 

6.7 ７  死 41 

負 749 

住宅全壊 415 棟 

住宅半壊 1,346 棟 

住宅一部損壊 8,607棟

など 

H16.12.14 留萌地方南部 6.1 ５強  負 8 住宅一部損壊 165 棟 

H15.9.26 十勝沖 

平成１５年十勝沖地震 

8.0 ６弱 255cm 死 1 

不明 1 

負 849 

住宅全壊 116 棟 

住宅半壊 368 棟 

 

２ 想定災害に基づく被害想定 

平成３０年２月に北海道が公表した「平成２８年度地震被害想定調査結果」には、地震動に

よる想定被害結果（「冬期の早朝５時」において、キャンパスが所在する各管内で人的被害（死

者数が最大となる地震動による被害想定結果）が、次のとおり紹介されている。 
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○ 石狩管内で人的被害が最大になる地震（札幌地区） 
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○ 上川管内で人的被害が最大になる地震（旭川地区） 
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○ 釧路管内で人的被害が最大になる地震（釧路地区） 

 



13 

 

○ 渡島管内で人的被害が最大になる地震（函館地区） 
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○ 空知管内で人的被害が最大になる地震（岩見沢地区） 
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３ 大学施設等への被害想定 

  業務を継続する上で、必要な施設やライフラインなどの業務資源の状況を勘案するととも

に、北海道胆振東部地震の事例を参考にして、被害を想定する。 

  いずれの資源についても、何らかの支障が生じると考えられることから、必要な資源の確保

や早期復旧対策を講じておかなければならない。 

  なお、大学の建物については、Ｉｓ値０．７以上であり、想定される大地震の発生に対して

倒壊又は崩壊する危険性は極めて低い。ただし、想定を超えた地震の発生や地震等による建物

への影響により、一時的に建物の一部が使用不可能となる場合も想定されることから、非常時

優先業務を継続していくため、大学の一部機能を一時的に移転できるよう、各キャンパス等に

おいて代替施設の確保を検討する必要がある。 

 

○ 施設内におけるライフラインの被害予想 

項目 被害想定 

電気 ・電源供給が中断する可能性が高い。 

上水道 ・電源供給の中断によりポンプが作動せず使用が不可となる。 

・管路被害による断水の可能性が高い。 

下水道 ・電源供給の中断によりポンプが作動せず使用が不可となる。 

・管路被害による使用不可の可能性が高い。 

ガス ・電源供給の中断により大部分の使用が不可となる。 

・管路の損傷による使用不可の可能性が高い。 

電話 ・電源供給の中断によるバッテリーダウンにより使用が不可となる。 

・発災後、５日程度は繋がりにくい。 

・回線に障害が生じた場合は、全回線が使用不能 

インターネット ・電源供給の中断により使用が不可となる。 

・回線切断による使用不可の可能性が高い。 

 

○ 建物、教職員等の被害予想 

業務資源等 被害想定 

建物 発災後、庁舎を点検の上、利用は可能である。 

教職員 ・本人及び家族の被害、家屋の損壊及び交通機関の断絶により、出勤できない教

職員が発生する。 

・勤務中の職員については、負傷者や帰宅困難者が発生する。 

執務環境 ・パソコンの落下、書類の散乱、窓ガラスの破損等により、発生直後の業務再開

に支障が生じる。 

エレベーター ・停電等による閉じ込めや余震の影響等により、数日間使用できない。 

・被害が少ない場合でも、点検業者確保後、最低２日は使用できない。 

情報システム ・サーバが地震の影響を受け故障した場合、完全復旧に１週間以上を要する。 

・落下物による破損や転倒による障害のため、利用できないパソコンが出てくる。 

・ネットワーク回線は、切断後、数時間～７日間で回復する。 

トイレ ・電源供給が開始された場合でも、下水道に支障が生じた場合は、相当期間使用

不可となる。 

飲料水 ・相当期間、断水となる。（防災備蓄は、大地震対応マニュアル参照） 

食料 ・１日程度の備蓄がある。（防災備蓄は、大地震対応マニュアル参照） 
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第４章 危機発生時における危機対策室、危機対策本部の設置及び当該構成員 

 

１ 危機対策室の設置（大地震対応マニュアルより抜粋） 

（１）設置基準 

   キャンパス所在地で大地震が発生した場合は、各校等責任者は、危機対応基準（レベル）

を考慮のうえ危機対策室を設置し、学長又は危機対策本部と連携してその対応にあたる。 

 

地震発生地域 地震の規模等 危機対策室の設置 

キャンパス 

所在地 

震度６弱以上 ○（レベル３） 

震度５強 

以下 

各校等責任者が必要と判断した

場合 

○（規則１７―１後段） 

学長が必要と判断した場合 ○（規則１４－２） 

危機対策本部長が必要と判断し

た場合 

○（規則１６－３） 

 

（２）組織 

   各校等責任者は、当該危機に対して各校等として対応する必要があると判断したときは、

当該各校等に危機対策室を設置し、室長となる。 

   危機対策室の組織、運営その他必要な事項は、各校等が別に定める。 

 

２ 危機対策本部の設置(大地震対応マニュアルより抜粋) 

（１）設置基準 

   キャンパス所在地で大地震が発生した場合、学長は、全学的に対応する必要があると判断

したときは、速やかに危機対策本部を設置する。 

   危機対策本部の庶務は、総務企画部総務課が行う。 

 

地震発生地域 地震の規模等 危機対策本部の設置 

キャンパス 

所在地 

震度６弱以上 ○（レベル３） 

震度５強 

以下 

学長が必要と判断した場合 ○（規則１４―１） 

危機対策室長から申出があった

場合 

○（規則１７－５） 

 

（２）設置場所 

   危機対策本部の設置場所は、地震発生地域所在のキャンパスと WEB 会議を繋ぐことがで

きる事務局（札幌）の第１会議室（状況に応じて札幌駅前サテライト教室等）とする。 
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（３）設置に必要な条件 

   危機対策本部には、以下の必要な備品類を備えていること。 

区分 品名 

什器・備品類 机、椅子、ホワイトボード、懐中電灯、非常用電源、暖房機 

通信機器類 電話機、災害時優先電話、FAX、携帯電話、パソコン、トランシーバー 

事務機器類 コピー機、パソコン、プリンター、カメラ（動画撮影可能なもの）、ボイス

レコーダー、筆記用具 

情報収集機器類 テレビ、ラジオ、電話、インターネット 

 

（４）組織（危機管理規則第１５条） 

  ① 本部長   学長 

  ② 副本部長  本部長が指名する理事又は副学長 

  ③ 本部員   理事 

          副学長 

          事務局長 

          総務企画部長 

          財務部長 

          教育研究支援部長 

          関係する課、室等の長 

  ④ 本部員   必要に応じて関係する各校等責任者（札幌校キャンパス長、教職大学院長、 

          学校臨床心理専攻長、保健管理センター長、附属学校長等） 

          （※庶務 総務課） 
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（５）組織図 

 
＜役割＞ 

区分 役割 担当課（室） 

本部長 ・全学の指揮監督 

・危機対策本部の業務を総括 

 

副本部長 ・本部長の補佐 

・本部長不在時の代行 

 

総務班 

・総務、財務担当副学長 

・社会貢献、附属学校担当副学長 

・研究、国際交流・協力、教職員

研修担当理事 

・教育・評価担当理事 

・総務企画部長 

・対策本部の設置・総合調整 

・キャンパスとの連絡調整 

・各班及び各部署との連絡・調整 

・災害情報の収集・整理 

・大学内周知、渉外、メディア対応 

・教職員への情報提供 

・避難所の設営 

・避難住民の対応 

・附属学校への情報提供 

・児童・生徒の安否確認 

・教職員の安否確認 

・研究被害対応 

・附属図書館への情報提供 

・総務課 

・総務課 

・総務課 

・総務課 

・総務課 

・総務課 

・総務課 

・総務課 

・附属学校室 

・附属学校室 

・人事課 

・連携推進課 

・学術情報室 

学務班 

・学生支援、入試、ICT・情報担

当理事 

・教育、評価担当理事 

・研究、国際交流・協力､教職員

研修担当理事 

・特命事項担当副学長 

・教育研究支援部長 

・学生への情報提供 

・学生の安否確認（指導教員からの情報の集

約等） 

・学生保護者への対応 

・教育活動の継続・再開 

・留学生及び外国人研究者への情報提供 

・留学生及び外国人研究者への安否確認 

・受験生への情報提供 

・学生支援課 

・学生支援課 

 

・学生支援課 

・教務企画課 

・国際課 

・国際課 

・入試課 

財務班 

・総務、財務担当副学長 

・財務部長 

・必要経費の試算・確保 

・緊急対応物資の確保 

・施設・設備・物品等の被害調査 

・危険物の撤去、応急復旧 

・インフラ（基幹設備、通信設備等）の復旧 

・財務企画課 

・経理課 

・経理課、施設課 

・施設課 

・施設課 
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＜組織別時系列業務＞ 

部門 初動期（初日） 展開期（３日以内） 安定期・撤収期（３日以降） 

危機対

策本部 

・指揮命令系統の確立 

・最優先業務の決定 

・救出活動の指示 

・負傷者の救護活動指示 

・通信連絡手段の確保 

・キャンパスへの総括的指示 

・地域住民に対する対応決定 

・応急危険度判定士の派遣を

要請 

・業務の優先順位決定 

・突発事案への対応 

・学外への応援依頼 

・動員体制の決定 

・ライフラインの復旧状況の

把握 

・復旧計画実行の指示 

・今後の大学運営への各種影

響調査 

 

総務班 ・対策本部の設営・担当 

・教職員の安否確認 

・児童・生徒の安否確認 

・重要書類の避難 

・広報・渉外・メディア対応 

・避難所の設置・運営 

・対策本部担当 

・教職員の安否確認 

・児童・生徒の安否確認 

・広報・渉外・メディア対応 

・避難所の運営 

・対策本部担当 

・教職員のメンタルケア 

・広報・渉外・メディア対応 

 

学務班 ・学生の安否確認 

・留学生の安否確認 

・学生・留学生への情報提供 

・教育活動の継続 

・学生の安否確認 

・留学生の安否確認 

・教育活動の継続 

・教育活動の継続 

・学生・留学生のメンタルケ

ア 

財務班 ・施設・設備の被害確認 

・ライフラインの確認 

・緊急必要物資の手配 

・二次災害防止処置 

・施設・設備の復旧 

・インフラ（基幹設備、通信

設備等）の整備 

・備蓄物資の配給 

・施設・設備の復旧 

・インフラ（基幹設備、通信

設備等）の整備 
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３ 緊急事態発生時における初動体制 

 

（１）勤務時間外に発災 

  ① 参集 

   ア 教職員は、キャンパス所在地が「震度６弱」以上である被害情報を得た場合、自らの

安全確保及び家族の安全確保を最優先とした上で、周囲の安全が確認でき次第参集し、

危機管理個別マニュアル等に基づき、発災時の行動を遂行する。 

     なお、「震度５強」以下の場合においても、報道される被害状況から、大学が被災し

た場合は、参集を原則とする。 

     また、教員は、研究室の状況を確認し、必要な安全対策を講ずるものとする。 

 

   イ 上記アに関し、参集できない教職員の判断は、以下の例に従い各自で行う。 

   ＜出勤できない場合＞ 

○ 教職員又は家族等が被害を受け、治療又は入院の必要がある場合 

○ 病気休暇、特別休暇、介護休暇、育児休暇に該当し、参集することが困難な場合 

○ 教職員の住居又は教職員に深く関係する者が被災した場合で、教職員が当該住居

の復旧作業や生活に必要な物資調達等に従事し、又は一時的に避難している場合 

○ 参集途上において、救命活動に参加する必要が生じた場合 

○ 徒歩により出勤せざるを得ない場合で、その距離が概ね２０㎞以上の場合 

 

 ウ 参集できない教職員は、安否確認システムによる安否等の回答を送信した上で、公共

交通機関等が復旧するまでの間、連絡が取れるように留意して自宅等で待機する。 

 

  ② 安否確認 

    各校等責任者の指示により、安否確認システムを稼働し、災害発生時の安否確認を迅速

に行う。 

    併せて、教員においては、速やかに緊急連絡網により、指導する学生の安否を確認し、

当該結果を学生支援課又は教育支援グループを介し、キャンパス長等に報告する。 

  

（２）勤務時間内に発災 

  ① 全教職員の無事、負傷の程度を確認する。 

 

② 全教職員は、可能な限り、家族の安否を確認する。 

 

  ③ 勤務地等において、家族の安否確認ができず、かつ、公共交通機関の状況によらず帰宅

できる場合については、上司の許可を得て、帰宅して家族の安否を確認する。 

 

  ④ 勤務している教職員は、直ちに、危機管理個別マニュアル等に基づき、発災時の行動を

遂行する。 

    なお、教員は、研究室の状況を確認し、必要な安全対策を講ずるとともに、指導する学

生の安否を確認し、学生支援課又は教育支援グループを介して、キャンパス長等に報告す

る。 
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  ⑤ 出張等で在勤していない教職員は、「（１）勤務時間外に発災」に準じて参集する。 

   

⑥ 教職員が帰宅する場合、帰宅困難者の大量発生により、帰宅経路上で混乱が想定される

こともあることから、帰宅経路上の混乱が落ち着くか、公共交通機関についての状況が明

らかになるまでの間は、むやみに行動せず、施設内で待機する。 

 

４ 業務継続のための執行体制の確保 

 

（１）被害想定 

 ① 本人及び家族の被災や家屋の全半壊、救出、救助への従事等により、出勤できない教職

員がいると想定 

 

  ② 道路の損壊や交通機関の途絶等により、勤務地から概ね２０㎞を超える場所に居住す

る教職員は、数日間は出勤できないと想定 

 

  ③ 勤務時間中である場合は、教職員の負傷又は帰宅困難者が発生すると想定 

  

（２）参集要員の指定 

   非常時優先業務を実施する各部局においては、大地震が通常の勤務時間以外の時間に発

生した場合に勤務地へ参集できる教職員の人数について、以下の想定に基づく調査を行い、

時間別に把握しておくものとする。 

   また、調査結果を踏まえ、非常時優先業務を実施する各部局においては、非常時優先業務

又は管理業務を継続するために必要な教職員を、あらかじめ参集要員として指定するもの

とし、当該業務に従事する教職員の氏名、担当する事務の内容等を記載した名簿を作成して

おく。当該教職員の異動があった場合や、非常時優先業務を見直すことが必要となった場合

などは、速やかに、新しい参集要員の指定及び名簿の見直しを行うものとする。 

 

  ① 参集が不可能な教職員 

    教職員のうち、１割は、自ら及び家族の負傷等により参集が不可能なものと想定する。 

 

  ② 参集可能教職員の条件設定（各キャンパスの立地条件等を考慮する。） 

   ア １０㎞圏内に居住する教職員 

     徒歩参集速度を障害物による迂回、休憩の時間等に鑑み、２㎞/h とする。家族等の

安否確認に時間を要すると仮定し、参集開始時刻を１２時間後、２４時間後、４８時間

後として、それぞれ３割ずつと想定する。 

     残りの１割については、直ちに参集可能とする。 

 

   イ １０㎞～２０㎞圏内に居住する教職員 

     徒歩参集速度を障害物による迂回、休憩等の時間に鑑み、２㎞/h とする。１０㎞圏

内の場合と同様、家族等の安否確認に時間を要すると仮定し、参集開始時刻を１２時間

後、２４時間後、４８時間後として、それぞれ３割ずつとしたうえで、１０㎞を超えて、

距離が１㎞遠くなるごとに、１割ずつ徒歩参集できない教職員が増加するものとする。 

     上記徒歩参集できない教職員は、徒歩ではなく公共交通機関等で参集するものとし、
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具体的には、２０㎞圏外の教職員と同様、発災後、公共交通機関が回復した後、直ちに、

最寄りの停留所（停車駅）等から出勤できるものと想定する。 

   ウ ２０㎞圏外に居住する職員 

     発災後、発災後、公共交通機関が回復した後、直ちに、参集できるものと想定する。 

 

（３）安否確認体制の構築 

   全ての教職員の安否確認を一括で行えるように安否確認システムを導入したところであ

り、当該システムを安否確認の一手段として適切に運用していく。 

   各部局においては、非常時に連絡がつかない教職員が発生しないよう、人事異動期等にお

いても、常に教職員の連絡網を最新に保つように努める。 

 

（４）指揮命令系統の明確化 

   各部局においては、非常時における混乱を防止し、非常時優先業務等を円滑に遂行するた

め、あらかじめ職務代行者やその権限範囲等を定めて、指揮命令系統を明確にする等の措置

を講じる。 

 

第５章 緊急事態発生時における情報収集の迅速な実施 

 

１ 災害情報の迅速な収集 

  災害による緊急事態発生時には、被害が甚大であればあるほど情報収集が困難となること

から、あらゆる手段を用いて、通信手段を確保し、災害に関する必要な情報を収集するなど、

情報の空白域を埋めるよう努める。 

  また、関係者に対し、得られた情報を適切に伝達する。 

 

２ 災害情報の発信 

  災害による被害状況及び避難状況等について情報発信し、周囲の理解と協力を得る。 

 

第６章 研修・訓練及び本計画の評価・点検等 

 

１ 研修・訓練等 

  非常時優先業務を円滑に実施し、業務継続計画を実行性のあるものとするため、平素から、

発災時に速やかに実施すべき業務と一時的に休止すべき業務を認識しておくとともに、業務

執行体制の確保について、確認しておくものとする。 

  また、教職員全員が非常時優先業務の重要性を認識し、災害時に教職員自らが取るべき行動

について把握するなど、平常時の業務の中にも定着させていくものとする。 

  そのため、各部局等においては、次に掲げる訓練等の実施により、教職員個々の災害対応力

を向上させるとともに、本計画の周知・徹底を図るものとする。 

 

 ＜例示＞ 

  ○ 危機管理個別マニュアルの見直し 

  ○ 非常時優先業務の初動対応訓等 

  ○ 安否確認システムの訓練等 
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  なお、本計画において、実施する訓練等に関わる個別マニュアル、関係規則等（大地震対応

マニュアルより抜粋）は、次のとおり。 

 

○ 大地震対応マニュアル（ポスター判）（平成 29.4策定） 

  ○ 総合防災訓練実施要領等（各校） 

  ○ 大規模地震発生における時系列行動計画（各校） 

  ○ 避難誘導マニュアル（各校） 

  ○ 釧路校及び附属釧路義務養育学校危機管理要項（釧路校）（平成 30.4.4制定） 

  ○ 地震、津波等の災害発生時の対応について（釧路校）（平成 26.10制定） 

  ○ 札幌地区防災管理内規（平成 30.3.29制定） 

  ○ 札幌地区防災管理実施要項（平成 30.3.29制定） 

  ○ 札幌地区学生寮防火管理実施要項（平成 30.3.29制定） 

  ○ 旭川校防火管理内規（平成 16.4.1制定） 

  ○ 旭川校自衛消防活動内規（平成 16.4.1制定） 

  ○ 釧路校防火・防災管理内規（平成 26.3.28制定） 

  ○ 釧路校消防計画（平成 26.3.28制定） 

  ○ 函館校防火管理内規（平成 16.4.1制定） 

  ○ 函館校自衛消防活動内規（平成 16.4.1制定） 

  ○ 岩見沢校防火管理内規（平成 16.4.1制定） 

  ○ 岩見沢校自衛消防活動内規（平成 16.4.1制定） 

  ○ 札幌地区附属学校防災管理内規（平成 30.4.1制定） 

  ○ 札幌地区附属学校防火管理実施要項（平成 30.4.1制定） 

  ○ 旭川地区附属学校防火管理内規（平成 24.3.30制定） 

  ○ 釧路地区附属学校防火管理内規（平成 24.8.1制定） 

  ○ 函館地区附属学校防火管理内規（平成 24.4.27制定） 

 

２ 継続的な改善 

  本計画のより適切な運用等を図るため、事務組織の改正、事務分掌の変更、施設設備の変更

等があった場合には、本計画も必要な改正を行う。また、１で示す研修・訓練等の実施又は危

機対応のため、危機対策本部が設置された場合の業務内容の検証等を通じて、新たな課題の洗

い出しや、非常時優先業務の見直し等、課題等の解消に向け、必要な改善を加えるとともに、

内容の充実を図り、継続的に災害対応力の向上を目指すものとする。 

  事業継続計画の策定、推進・評価・点検を行う体制として、必要に応じて、危機管理委員 

会を開催する。その他、必要に応じ、有識者による評価についても活用する。 
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第７章 優先通常業務（優先度の高い通常業務）想定一覧 

 

 

担当 業務 目標対応・復旧時間 優先度 

 ３日以内 １週間以内 １ヶ月以内 

教務企画課 

各校室教育支

援グループ 

授業再開のスケジュール等についての通

知 

 →   → ○ 

授業再開に向けた教室等の確保   →   →   →  ○ 

期末試験等、学業成績の認定方法決定等    →   → ○ 

教育情報システムの管理・運用   →   →   →  ○ 

学位の授与    →   →  

教育実習等に関すること。    →   →  ○ 

教員免許に関すること。     →  ○ 

各種証明書の発行に関すること。   →   →   → ○ 

学生支援課 

各校室教育支

援グループ 

授業料の免除に関すること。  → →  ○ 

入学料の免除、徴収猶予に関すること。  → →  ○ 

奨学金事務に関すること。  → →  ○ 

学生教育研究災害障害保険等の保険に関

すること。 

 → →  ○ 

課外活動施設の維持・管理に関すること。   →  

学生寮に関すること。 → → →  ○ 

学生相談に関すること。  → →  ○ 

入試課 

各校室教育支

援グループ 

入学者選抜に関すること。 → → →  ○ 

入試情報システムの保全 → → →  ○ 

大学入学共通テストの実施  → →  ○ 

学生支援課 

各校室教育支

援グループ 

就職ガイダンスに関すること。   →  

就職支援に関すること。  → →  ○ 

インターンシップの実施に関すること。  → →  ○ 

国際課 

各校室教育支

援グループ 

留学生・研究者等の安否の問い合わせに

関すること。 

→ → →  ○ 

留学生、外国人研究者に向けての必要な

情報の提供 

→ → →  ○ 

入管業務   →   

留学生に関する奨学金、宿舎、ビザ申請等

の連絡調整業務 

  →  

連携推進課 

各校室教育支

援グループ 

教員免許状更新講習に関すること。   →  

学校図書館司書教諭講習に関すること。   →  

地域連携業務の推進に関すること。   →  

へき地・小規模校教育研究センターに関

すること。 

  →  

学術情報室 

各校室学術情

学術情報システムの復旧  → →  

図書資料の被災状況の確認・整理  → →  ○ 
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報グループ 閲覧業務等の再開   →   

IT総合管理室 ネットワークの復旧 → → →  ○ 

全学情報システムの復旧 → → →  ○ 

情報資産の保全 → → →  ○ 

施設課 

各校室財務グ

ループ 

建物被害状況の確認、修繕に必要な予算

についての調整 

→ → →  ○ 

災害等緊急の施設整備による契約、入札

公告、契約締結等 

 → →  

被災した施設に関する相談対応   →  

被害状況の文科省への報告、災害復旧事

業の事務手続き 

 → →  

災害復旧に関する設計・積算  → →  

職員宿舎の被害状況の確認、修繕 → → →  

経理課 

各校室財務グ

ループ 

物品等の被害状況の確認 → → → ○ 

薬品等の被害状況の確認 → → → ○ 

債権管理   →  

入出金及び預金残高の管理   →  

公用車の被害状況の確認 → → → ○ 

役務の提供に係る事務や取引業者の入出

講 

→ → → ○ 

物品等の契約事務   →  

旅費の処理   →  

給与支給に関する事務 → → →  ○ 

共済に関する事務   →  

人事課 

各校室総務グ

ループ 

教職員の出勤、勤務状況の管理 → → → ○ 

教職員の出張及び旅行についての確認   →  

人事についての手続き   →  

給与計算事務   →   

国立大学法人等職員採用試験   →  

死亡叙位・叙勲   →  

労働時間管理（健康安全管理を含む。） → → →  ○ 

教職員の業務災害及び通勤災害に関する

手続き 

  →  ○ 

総務課 

各校室総務グ

ループ 

役員会等、各種会議の実施に係る調整  → →  

文書の保管状況の確認  → →  

公印の所在の確認  → →  ○ 

 


